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厚 生 労 働 省 老 健 局 総 務 課 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県知事 
社会保険診療報酬支払基金理事長 御 中 

← 厚生労働省 老健局 総務課 

今回の内容 

「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を

改正する法律」の公布について（通知） 

計 ８枚（本紙を除く） 

連絡先  T E L  : 03-5253-1111(内線 3919) 

F A X  : 03-3503-2740 
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社援発０６１２第 30 号 

老 発０６１２第１号 

保 発０６１２第１号 

政統発０６１２第１号 

 

令和２年６月 12 日 

 

各都道府県知事           殿 

社会保険診療報酬支払基金理事長 

 

 

厚生労働省社会・援護局長 

厚 生 労 働 省 老 健 局 長 

厚 生 労 働 省 保 険 局 長 

厚 生 労 働 省 政 策 統 括 官 

（統計・情報政策、政策評価担当） 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」 

の公布について（通知） 

 

 

 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和２年法律第 52号。

以下「改正法」という。）については、本日公布され、順次施行することとされたところ

である。 

 改正の趣旨及び主な内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村（特

別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その

運用に遺漏なきを期されたい。 

 

記 

 

第一 改正の趣旨 

  地域共生社会の実現を図るため、地域生活課題の解決に資する支援を包括的に行う市

町村の事業に対する交付金及び国等の補助の特例の創設、地域の特性に応じた介護サー

ビス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、社会福祉連携推

進法人に係る所轄庁の認定制度の創設、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化等の

所要の措置を講ずること。 
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第二 改正法の主な内容 

 Ⅰ 社会福祉法の一部改正 

  一 包括的な支援体制の整備に関する事項 

    １ 地域福祉の推進に関する事項 

     （一） 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加

し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならないこと。（第４条

第１項関係） 

     （二） 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供さ

れる体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努

めるとともに、当該措置の推進に当たっては、保健医療、労働、教育、住まい及

び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければ

ならないこと。（第６条第２項関係） 

     （三） 国及び都道府県は、市町村において重層的支援体制整備事業その他地域生活

課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行わ

れるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならないこと。

（第６条第３項関係） 

     （四） 厚生労働大臣は、重層的支援体制整備事業をはじめとする施策に関して、そ

の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとすること。（第 106

条の３第２項関係） 

    ２ 重層的支援体制整備事業に関する事項 

     （一） 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、

次に掲げる社会福祉法に基づく事業並びに介護保険法、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律、子ども・子育て支援法及び生活困窮者自

立支援法（以下「各法」という。）に基づく事業を一体のものとして実施するこ

とにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに

地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備

する事業として、重層的支援体制整備事業を行うことができること。（第 106 条

の４関係） 

        イ 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包

括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係

機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発

見のための援助等の便宜の提供を行うため、各法の事業を一体的に行う事業 

        ロ 地域生活課題を抱える地域住民であって、社会生活を円滑に営む上での困難

を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、

活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の社会参加の

ために必要な便宜の提供を行う事業 

        ハ 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会

を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の

整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設等の援助を行うため、各法の事

業を一体的に行う事業 
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        ニ 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地

域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用

可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言等の便宜の提供を包括的かつ

継続的に行う事業 

        ホ 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその

世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域

生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援

を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業 

        へ 複数の支援関係機関の連携体制による支援が必要であると市町村が認める地

域住民に対し、包括的かつ計画的な支援を行う事業 

      （二） 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第 106条の３第２項

の指針に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重

層的支援体制整備事業実施計画を策定するよう努めること。（第 106条の５関係） 

     （三） 市町村は、支援関係機関、重層的支援体制整備事業の委託を受けた者、地域

生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者により構

成される会議を組織することができること。（第 106条の６関係） 

     （四） 重層的支援体制整備事業の実施に要する費用は市町村の支弁とすること。（第

106条の７関係） 

     （五） 国及び都道府県は、市町村に対し、重層的支援体制整備事業の実施に要する

費用に充てるための交付金を交付すること。（第 106条の８及び第 106条の９関

係） 

     （六） 重層的支援体制整備事業に係る特例 

           市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合は、各法に基づく事業につい

ての市町村の支弁に係る費用から重層的支援体制整備事業に要する費用を除く

ための必要な読替えを行うこと。（第 106条の 11関係） 

     （七） 地域福祉計画の見直しに関する事項 

        イ 市町村地域福祉計画において、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に

提供される体制の整備に関する事項を定めるよう努めるものとすること。（第

107条第１項関係） 

        ロ 都道府県地域福祉支援計画において、地域生活課題の解決に資する支援が包

括的に提供される体制の整備の実施の支援に関する事項を定めるよう努めるも

のとすること。（第 108条第１項関係） 

 

  二 社会福祉連携推進法人に関する事項 

    １ 所轄庁の認定等 

     （一） イからヘまでに掲げる業務（以下「社会福祉連携推進業務」という。）を行

おうとする一般社団法人は、（三）に掲げる基準に適合する一般社団法人である

ことについての所轄庁の認定（以下「社会福祉連携推進認定」という。）を受け

ることができるものとすること。（第 125条関係） 

        イ 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援 
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        ロ 災害が発生した場合における社員（社会福祉事業を経営する者に限る。ハ、

ホ及びヘにおいて同じ。）が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共

同して確保するための支援 

        ハ 社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支 

     援 

        ニ 資金の貸付けその他の社員（社会福祉法人に限る。）が社会福祉事業に係る

業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定める

もの 

        ホ 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向

上を図るための研修 

        ヘ 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給 

     （二） 社会福祉連携推進認定の申請は、社員の氏名又は名称、社会福祉連携推進業

務を実施する区域等を記載した社会福祉連携推進方針その他厚生労働省令で定め

る書類を添えてしなければならないものとすること。（第 126条関係） 

      （三） 所轄庁は、社会福祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基

準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をするこ

とができるものとすること。（第 127条関係） 

        イ その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並び

に地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基

盤の強化に資することが主たる目的であること。 

        ロ 社員の構成について、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者又は社

会福祉法人の経営基盤を強化するために必要な者として厚生労働省令で定める

者を社員とし、社会福祉法人である社員の数が社員の過半数であること。 

        ハ 社会福祉連携推進業務を適切かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財

産的基礎を有するものであること。 

        ニ 社員の資格の得喪に関して、イの目的に照らし、不当に差別的な取扱いをす

る条件その他の不当な条件を付していないものであること。 

        ホ 定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 11条第１項各

号に掲げる事項のほか、必要事項を記載し、又は記録していること。 

    ２ 委託募集の特例 

      （一） 社会福祉連携推進法人の社員（社会福祉事業を経営する者に限る。）が、社

会福祉連携推進法人をして社会福祉事業に従事する労働者の募集に従事させよ

うとする場合において、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務と

して当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第 36条第１項及び第３項

の規定は、当該社員については、適用しないものとすること。（第 134条第１項

関係） 

    ３ 所轄庁による監督等の社会福祉法人に関する規定の準用等 

     （一） 社会福祉連携推進法人の所轄庁は、社会福祉法人に関する規定を準用するも

のとすること。（第 131条関係） 

     （二） 社会福祉連携推進法人の計算、解散及び清算、役員等並びに社会福祉連携推
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進認定をした所轄庁（（三）において「認定所轄庁」という。）による監督等に

ついては、社会福祉法人に関する規定を準用するものとすること。（第 138 条

第１項、第 141条、第 143条第１項及び第 144条関係） 

     （三） 社会福祉連携推進法人の代表理事の選定及び解職は、認定所轄庁の認可を受

けなければ、その効力を生じないものとすること。（第 142条関係） 

  三 その他 

      その他所要の改正を行うこと。 

 

Ⅱ 介護保険法の一部改正 

  一 国及び地方公共団体の責務に関する事項 

      国及び地方公共団体は、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関す

る施策等を包括的に推進するに当たっては、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合

いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならないもの

とすること。（第５条第４項関係） 

  二 認知症に関する施策の総合的な推進等に関する事項 

    １ 国及び地方公共団体は、研究機関、医療機関、介護サービス事業者等と連携し、

認知症（アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により

日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状

態をいう。以下同じ。）の予防等に関する調査研究の推進並びにその成果の普及、

活用及び発展に努めるとともに、地域における認知症である者への支援体制の整備

その他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならないものと

すること。（第５条の２第２項及び第３項関係） 

    ２ 国及び地方公共団体は、認知症に関する施策の推進に当たっては、認知症である

者が地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することができるように努

めなければならないものとすること。（第５条の２第４項関係） 

  三 市町村が地域支援事業を行うに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報

を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとすること。（第 115条の 45第５

項関係） 

  四 介護保険事業計画の見直しに関する事項 

    １ 市町村介護保険事業計画について、介護給付等対象サービス等に従事する者の確

保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上に資する都道府県と連携し

た取組に関する事項、認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項並びに有料

老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する登録住宅（２及び

Ⅲの二の３において「登録住宅」という。）のそれぞれの入居定員総数について定

めるよう努めるものとするほか、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通

しを勘案して作成されなければならないものとすること。（第 117 条第３項及び第

４項関係） 

    ２ 都道府県介護保険事業支援計画について、介護給付等対象サービス等に従事する

者の業務の効率化及び質の向上に資する事業に関する事項並びに有料老人ホーム及

び登録住宅のそれぞれの入居定員総数について定めるよう努めるものとすること。

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



- 6 - 

（第 118条第３項関係） 

  五 介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等に関する事項 

    １ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める介護サービスを利用する要介護者等に提

供される当該サービスの内容等及び地域支援事業の実施の状況等の事項について調

査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとするとともに、必要があ

ると認めるときは、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業

を行う者に対し、介護保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供す

るよう求めることができるものとすること。（第 118条の２関係） 

  六 その他 

      その他所要の改正を行うこと。 

 

Ⅲ 老人福祉法の一部改正 

  一 老人福祉計画の見直しに関する事項 

    １ 市町村老人福祉計画について、老人福祉事業に従事する者の確保及び資質の向上

並びにその業務の効率化及び質の向上のために講ずる都道府県と連携した措置に関

する事項について定めるよう努めるものとすること。（第 20条の８第３項関係） 

    ２ 都道府県老人福祉計画について、老人福祉事業に従事する者の業務の効率化及び

質の向上のために講ずる措置に関する事項について定めるよう努めるものとするこ

と。（第 20条の９第３項関係） 

  二 有料老人ホームの設置の届出等に関する事項 

    １ 有料老人ホームを設置しようとする者が都道府県知事に届け出なければならない

事項の一部及び当該届出をした者が届出に変更が生じたときに都道府県知事に届け

出なければならない事項について、厚生労働省令で定める事項とすること。（第 29

条第１項及び第２項関係） 

    ２ 都道府県知事は、有料老人ホームの設置等の届出がされたときは、遅滞なく、そ

の旨を、当該届出に係る有料老人ホームの設置予定地又は所在地の市町村長に通知

するものとすること。（第 29条第４項関係） 

    ３ 市町村長は、設置等の届出がされていない疑いがある有料老人ホーム（登録住宅

を除く。）を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置予

定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとすること。（第 29条第

５項関係） 

 

 Ⅳ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正 

  一 社会保険診療報酬支払基金の業務の特例に関する事項 

      社会保険診療報酬支払基金は、当分の間、医療機関等が行う地域において効率的か

つ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の

促進に要する物品を調達し、及び提供する業務（医療機関等の申出に応じて当該物品

を調達し、及び提供する業務を含む。）を行うものとすること。（附則第１条の２関

係） 

  二 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分析等の推進に関する事項 
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    １ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により厚生労働大臣から委託を受けて医

療保険等関連情報を収集する者、介護保険法の規定により厚生労働大臣から委託を

受けて介護保険等関連情報を収集する者その他の保健医療等情報（法律の規定に基

づき調査若しくは分析又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護

保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用若しくは提供

が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものをいう。以下同じ。）を収集

する者として厚生労働省令で定める者は、保健医療等情報を正確に連結するため、

社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会（以下「支払基金等」とい

う。）に対し、当該保健医療等情報に係る医療保険被保険者番号等を提供した上で、

保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるも

のの提供を求めることができるものとすること。（第 12条第１項関係） 

    ２ 支払基金等は、１による求めがあったときは、電子資格確認の事務に係る医療保

険被保険者番号等を利用し、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報と

して厚生労働省令で定めるものを提供することができるものとすること。（第 12条

第２項関係） 

    ３ 支払基金等は、２による情報の提供及びこれに附帯する業務を行うものとするこ

と。（第 24条及び第 35条関係） 

    ４ 政府は、予算の範囲内において、支払基金等に対し、２による情報の提供に要す

る費用の一部を補助することができるものとすること。（第 39条関係） 

  三 その他 

      その他所要の改正を行うこと。 

 

Ⅴ 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正 

      平成 29 年度から令和８年度までの間に介護福祉士の養成施設を卒業した者につい

ては、当該卒業した日の属する年度の翌年度の４月１日から５年間、介護福祉士とな

る資格を有するものとすること。（附則第６条の２第１項関係） 

 

 Ⅵ その他関係法律について、所要の改正を行うこと。 

 

Ⅶ 施行期日等 

  一 施行期日 

      この法律は、令和三年四月一日から施行するものとすること。ただし、次の事項は、

それぞれに定める日から施行するものとすること。（附則第１条関係） 

    １ Ⅳの一及びⅤ 公布の日 

    ２ Ⅰの二及びⅣの二 公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で

定める日 

  二 検討規定 

      政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの

法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。（附則第２条関
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係） 

  三 経過措置等 

      この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要

の改正を行うものとすること。（附則第３条から第９条まで関係） 
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
百
六
条
の
三
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
」
を
「
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重
層
的
支
援
体
制
整
備

事
業
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
次
に
掲
げ
る
施
策
の
積
極
的
な
実
施
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中
「
関

す
る
事
業
」
を
「
関
す
る
施
策
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
」
を
「
次
条
第
二
項
に
規

定
す
る
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
は
じ
め
と
す
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
施
策
」
に
改
め
る
。

第
十
章
第
一
節
に
次
の
八
条
を
加
え
る
。

（
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
）

第
百
六
条
の
四

市
町
村
は
、
地
域
生
活
課
題
の
解
決
に
資
す
る
包
括
的
な
支
援
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
前
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
策
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
「
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
こ
の
法
律
に
基
づ
く
事
業
及
び
他
の
法
律
に
基

づ
く
事
業
を
一
体
の
も
の
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
生
活
課
題
を
抱
え
る
地
域
住
民
及
び
そ
の
世
帯

に
対
す
る
支
援
体
制
並
び
に
地
域
住
民
等
に
よ
る
地
域
福
祉
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
環
境
を
一
体
的
か
つ
重
層

的
に
整
備
す
る
事
業
を
い
う
。

一

地
域
生
活
課
題
を
抱
え
る
地
域
住
民
及
び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
の
相
談
に
包
括
的
に
応
じ
、
利

用
可
能
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
情
報
の
提
供
及
び
助
言
、支
援
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
並
び
に
高
齢
者
、

障
害
者
等
に
対
す
る
虐
待
の
防
止
及
び
そ
の
早
期
発
見
の
た
め
の
援
助
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜

の
提
供
を
行
う
た
め
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
業
を
一
体
的
に
行
う
事
業

イ

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業

ロ

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に

掲
げ
る
事
業

ハ

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
五
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業

ニ

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

二

地
域
生
活
課
題
を
抱
え
る
地
域
住
民
で
あ
つ
て
、
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
上
で
の
困
難
を
有
す
る
も
の
に

対
し
、
支
援
関
係
機
関
と
民
間
団
体
と
の
連
携
に
よ
る
支
援
体
制
の
下
、
活
動
の
機
会
の
提
供
、
訪
問
に
よ
る

必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
の
社
会
参
加
の
た
め
に
必
要
な
便
宜
の
提
供
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
を
行
う
事
業

三

地
域
住
民
が
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
み
、
地
域
社
会
に
参
加
す
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め

の
支
援
並
び
に
地
域
生
活
課
題
の
発
生
の
防
止
又
は
解
決
に
係
る
体
制
の
整
備
及
び
地
域
住
民
相
互
の
交
流
を

行
う
拠
点
の
開
設
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
援
助
を
行
う
た
め
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
業
を
一
体
的

に
行
う
事
業

イ

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も

の
ロ

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業

ハ

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
七
条
第
一
項
第
九
号
に

掲
げ
る
事
業

ニ

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
五
十
九
条
第
九
号
に
掲
げ
る
事
業

四

地
域
社
会
か
ら
の
孤
立
が
長
期
に
わ
た
る
者
そ
の
他
の
継
続
的
な
支
援
を
必
要
と
す
る
地
域
住
民
及
び
そ
の

世
帯
に
対
し
、
訪
問
に
よ
り
状
況
を
把
握
し
た
上
で
相
談
に
応
じ
、
利
用
可
能
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
情

報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
の
提
供
を
包
括
的
か
つ
継
続
的
に
行
う
事
業

五

複
数
の
支
援
関
係
機
関
相
互
間
の
連
携
に
よ
る
支
援
を
必
要
と
す
る
地
域
住
民
及
び
そ
の
世
帯
に
対
し
、
複

数
の
支
援
関
係
機
関
が
、
当
該
地
域
住
民
及
び
そ
の
世
帯
が
抱
え
る
地
域
生
活
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
相

互
の
有
機
的
な
連
携
の
下
、
そ
の
解
決
に
資
す
る
支
援
を
一
体
的
か
つ
計
画
的
に
行
う
体
制
を
整
備
す
る
事
業

六

前
号
に
掲
げ
る
事
業
に
よ
る
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
市
町
村
が
認
め
る
地
域
住
民
に
対
し
、
当
該
地
域
住
民

に
対
す
る
支
援
の
種
類
及
び
内
容
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
計
画
の
作
成
そ
の
他

の
包
括
的
か
つ
計
画
的
な
支
援
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う
事
業

３

市
町
村
は
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
（
前
項
に
規
定
す
る
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）を
実
施
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
母
子
保
健
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
、
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
基
幹
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
支
援
関
係
機
関
相

互
間
の
緊
密
な
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

市
町
村
は
、第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
一
体
的
な
実
施
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
上
で
、

重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
の
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
当
該
市
町
村
以
外
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
委

託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
若
し
く
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者

は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、そ
の
委
託
を
受
け
た
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
実
施
計
画
）

第
百
六
条
の
五

市
町
村
は
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
実
施
す
る
と
き
は
、
第
百
六
条
の
三
第
二
項
の
指
針

に
則
し
て
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
適
切
か
つ
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業

の
提
供
体
制
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
る
計
画（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
重

層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
実
施
計
画
」
と
い
う
。）を
策
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

市
町
村
は
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
実
施
計
画
を
策
定
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
は
、地
域
住
民
、

支
援
関
係
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
適
切
に
反
映
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
実
施
計
画
は
、
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
、
介
護
保

険
法
第
百
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
、
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る

計
画
で
あ
つ
て
地
域
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

地
域
共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
の
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
二
年
六
月
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
五
十
二
号

地
域
共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
の
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
社
会
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
・
第
百
六
条
の
三
」
を
「

第
百
六
条
の
十
一
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

地
域
福
祉
の
推
進
は
、
地
域
住
民
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
、
参
加
し
、
共
生
す
る
地
域

社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
二
項
中
「
地
域
住
民
等
が
地
域
生
活
課
題
を
把
握
し
、
支
援
関
係
機
関
と
の
連
携
等
に
よ
り
そ
の
解
決

を
図
る
こ
と
を
促
進
す
る
施
策
」
を
「
地
域
生
活
課
題
の
解
決
に
資
す
る
支
援
が
包
括
的
に
提
供
さ
れ
る
体
制
の
整

備
」
に
、「
努
め
な
け
れ
ば
」
を
「
努
め
る
と
と
も
に
、
当
該
措
置
の
推
進
に
当
た
つ
て
は
、
保
健
医
療
、
労
働
、
教

育
、
住
ま
い
及
び
地
域
再
生
に
関
す
る
施
策
そ
の
他
の
関
連
施
策
と
の
連
携
に
配
慮
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
に

改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

国
及
び
都
道
府
県
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
第
百
六
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
そ
の
他
地
域
生
活
課
題
の
解
決
に
資
す
る
支
援
が
包
括
的
に
提
供
さ
れ
る
体
制
の

整
備
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
十
四
条
第
六
項
中「（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
る
。

第
百
六
条
の
二
第
二
号
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。
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４

市
町
村
は
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
実
施
計
画
を
策
定
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
、

こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
実
施
計
画
の
策
定
及
び
変
更
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
支
援
会
議
）

第
百
六
条
の
六

市
町
村
は
、
支
援
関
係
機
関
、
第
百
六
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
、
地
域

生
活
課
題
を
抱
え
る
地
域
住
民
に
対
す
る
支
援
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い

て
「
支
援
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。）に
よ
り
構
成
さ
れ
る
会
議
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
支
援
会
議
」と
い
う
。）

を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

支
援
会
議
は
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
交
換
を
行
う
と
と

も
に
、
地
域
住
民
が
地
域
に
お
い
て
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
支
援
体
制
に
関
す
る
検
討
を

行
う
も
の
と
す
る
。

３

支
援
会
議
は
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
交
換
及
び
検
討
を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
支

援
関
係
機
関
等
に
対
し
、地
域
生
活
課
題
を
抱
え
る
地
域
住
民
及
び
そ
の
世
帯
に
関
す
る
資
料
又
は
情
報
の
提
供
、

意
見
の
開
陳
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

支
援
関
係
機
関
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

５

支
援
会
議
の
事
務
に
従
事
す
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
支
援
会
議
の
事
務

に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
支
援
会
議
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、支
援
会
議
が
定
め
る
。

（
市
町
村
の
支
弁
）

第
百
六
条
の
七

重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
は
、
市
町
村
の
支
弁
と
す
る
。

（
市
町
村
に
対
す
る
交
付
金
の
交
付
）

第
百
六
条
の
八

国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
を
交

付
金
と
し
て
交
付
す
る
。

一

前
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
す
る
費
用
の
う
ち
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
と
し
て
行
う
第
百
六

条
の
四
第
二
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
額

二

前
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
す
る
費
用
の
う
ち
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
と
し
て
行
う
第
百
六

条
の
四
第
二
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

を
基
礎
と
し
て
、
介
護
保
険
法
第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
第

一
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。）の
年
齢
階
級
別
の
分
布
状
況
、
第
一
号
被
保
険
者
の
所
得
の
分
布
状
況
等
を
考
慮

し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

三

前
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
す
る
費
用
の
う
ち
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
と
し
て
行
う
第
百
六

条
の
四
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
定
し
た
額
に
、
介
護
保
険
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
二
号
被
保
険
者
負
担
率
（
第
百
六
条

の
十
第
二
号
に
お
い
て
「
第
二
号
被
保
険
者
負
担
率
」
と
い
う
。）に
百
分
の
五
十
を
加
え
た
率
を
乗
じ
て
得
た

額
（
次
条
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定
地
域
支
援
事
業
支
援
額
」
と
い
う
。）の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額

四

前
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
す
る
費
用
の
う
ち
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
と
し
て
行
う
第
百
六

条
の
四
第
二
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
額

五

前
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
す
る
費
用
の
う
ち
、
第
一
号
及
び
前
二
号
に
規
定
す
る
事
業
以
外
の
事

業
に
要
す
る
費
用
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
一
部
に
相
当
す
る
額
と
し
て
予
算
の

範
囲
内
で
交
付
す
る
額

第
百
六
条
の
九

都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た

額
を
交
付
金
と
し
て
交
付
す
る
。

一

前
条
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
百
分
の
十
二
・
五
に
相
当
す
る
額

二

特
定
地
域
支
援
事
業
支
援
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額

三

第
百
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
す
る
費
用
の
う
ち
、
前
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る

事
業
以
外
の
事
業
に
要
す
る
費
用
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
一
部
に
相
当
す
る
額

と
し
て
当
該
都
道
府
県
の
予
算
の
範
囲
内
で
交
付
す
る
額

（
市
町
村
の
一
般
会
計
へ
の
繰
入
れ
）

第
百
六
条
の
十

市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
を
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
介
護
保
険
法
第
三
条
第
二
項
の
介
護
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
か
ら
一
般
会
計
に

繰
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
百
六
条
の
八
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
百
分
の
五
十
五
に
相
当

す
る
額
か
ら
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額

二

第
百
六
条
の
八
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
百
分
の
五
十
か
ら
第
二

号
被
保
険
者
負
担
率
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額

（
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
と
介
護
保
険
法
等
と
の
調
整
）

第
百
六
条
の
十
一

市
町
村
が
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
介
護
保
険
法
第
百
二
十
二

条
の
二
（
第
三
項
を
除
く
。）並
び
に
第
百
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第

百
二
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
費
用
（
社
会
福
祉
法
第
百
六
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る

重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
（
以
下
「
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
」
と
い
う
。）と
し
て
行
う
同
項
第
三
号
イ
に

掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
次
項
及
び
第
百
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、
同
条
第
四
項

中
「
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
費
用
（
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
と
し
て
行
う
社
会
福
祉
法
第
百
六
条
の
四
第
二

項
第
一
号
イ
及
び
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。）」
と
す
る
。

２

市
町
村
が
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
九
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
六
号
中
「
費
用
」
と
あ
る
の

は
、「
費
用
（
社
会
福
祉
法
第
百
六
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
と
し
て
行
う
同
項
第

一
号
ロ
及
び
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。）」
と
す
る
。

３

市
町
村
が
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
六
十
五
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
六
号
中
「
費
用
」
と
あ
る
の
は
、「
費
用
（
社
会
福
祉
法
第
百
六
条
の
四
第
二

項
に
規
定
す
る
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
と
し
て
行
う
同
項
第
一
号
ハ
及
び
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す

る
費
用
を
除
く
。）」
と
す
る
。

４

市
町
村
が
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
第
十
二
条
、
第

十
四
条
及
び
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
二
条
第
一
号
中
「
費
用
」
と
あ
る
の
は

「
費
用
（
社
会
福
祉
法
第
百
六
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
（
以
下
「
重
層
的
支
援

体
制
整
備
事
業
」
と
い
う
。）と
し
て
行
う
同
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。）」と
、

同
法
第
十
四
条
中
「
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
費
用
（
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
と
し
て
行
う
事
業
の
実
施
に
要

す
る
費
用
を
除
く
。）」
と
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
額
」
と
あ
る
の
は
「
額
（
重
層
的
支
援
体
制
整

備
事
業
と
し
て
行
う
社
会
福
祉
法
第
百
六
条
の
四
第
二
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
と
し
て
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
除
く
。）」
と
す
る
。

第
百
七
条
第
一
項
第
五
号
中
「
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る

事
業
」
を
「
地
域
生
活
課
題
の
解
決
に
資
す
る
支
援
が
包
括
的
に
提
供
さ
れ
る
体
制
の
整
備
」
に
改
め
る
。

第
百
八
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
百
六
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
」
を
「
地
域
生
活
課
題
の
解
決
に
資

す
る
支
援
が
包
括
的
に
提
供
さ
れ
る
体
制
の
整
備
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
条
の
六
を
第
百
三
十
条
の
七
と
し
、
第
百
三
十
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
三
十
条
の
六

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。

一

第
百
六
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者

二

第
百
六
条
の
六
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
第
二
条

社
会
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
一
章

雑
則
（
第
百
二
十
五
条

第
百
三
十
条
）

第
十
二
章

罰
則
（
第
百
三
十
条
の
二

第
百
三
十
四
条
）」を

「
第
十
一
章

社
会
福
祉
連
携
推
進

第
一
節

認
定
等
（
第
百
二
十

第
二
節

業
務
運
営
等
（
第
百

第
三
節

解
散
及
び
清
算
（
第

第
四
節

監
督
等
（
第
百
四
十

第
五
節

雑
則
（
第
百
四
十
七

第
十
二
章

雑
則
（
第
百
四
十
九

第
十
三
章

罰
則
（
第
百
五
十
五

法
人
五
条

第
百
三
十
一
条
）

三
十
二
条

第
百
四
十
条
）

百
四
十
一
条
）

二
条

第
百
四
十
六
条
）

条
・
第
百
四
十
八
条
）

条

第
百
五
十
四
条
）

条

第
百
六
十
六
条
）

」 に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号

に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
つ
た
日

か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
第
百
二
十
八
条
第
一
号
ニ
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。）

第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
四
条
の
五
中
「
第
百
三
十
三
条
第
十
一
号
」
を
「
第
百
六
十
五
条
第
十
一
号
」
に
改
め

る
。第

百
三
十
四
条
中
「
又
は
第
百
十
三
条
第
四
項
」
を
「
、
第
百
十
三
条
第
四
項
又
は
第
百
三
十
条
第
三
項
若
し
く

は
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
六
十
六
条
と
す
る
。

第
百
三
十
三
条
中
「
評
議
員
、
理
事
、
監
事
、」を
「
社
会
福
祉
法
人
の
評
議
員
、
理
事
、
監
事
、」に
、「
第
百
三
十

条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
百
五
十
五
条
第
一
項
第
三
号
」
に
、「
又
は
第
百
三
十
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
を

「
若
し
く
は
第
百
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、「
一
時
会
計
監
査
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
」
の
下
に
「
又

は
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
理
事
、
監
事
、
会
計
監
査
人
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
、
同
法
第
五
十

六
条
に
規
定
す
る
仮
処
分
命
令
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
理
事
若
し
く
は
監
事
の
職
務
を
代
行
す
る
者
、
第
百
四
十
三
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
一
時
理
事
、
監
事
若
し
く
は
代

表
理
事
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
三
百
三
十
四
条
第
一
項
第

六
号
に
規
定
す
る
一
時
理
事
、
監
事
若
し
く
は
代
表
理
事
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
、
第
百
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
一
時
会
計
監
査
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
若
し

く
は
同
法
第
三
百
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
一
時
会
計
監
査
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
」
を
加
え
、
同

条
第
三
号
中
「
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
の
下
に「（
第
百
三
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）」
を
、「
第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
及
び
「
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
三

項
」
の
下
に「（
第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
第
四
十

五
条
の
三
十
六
第
四
項
」
の
下
に
「
又
は
第
百
三
十
九
条
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
第
六
号
中
「
第
四
十
五
条
の
三

十
四
第
一
項
」
の
下
に「（
第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
第
七
号
中

「
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
」
の
下
に「（
第
百
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
第

十
二
号
中
「
第
五
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に「（
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
を
第
百
六
十
五
条
と
す
る
。

第
百
三
十
二
条
中
「
前
条
」
を
「
第
百
五
十
九
条
第
三
号
又
は
前
三
条
」
に
、「
同
条
」
を
「
各
本
条
」
に
改
め
、

同
条
を
第
百
六
十
四
条
と
す
る
。

第
百
三
十
一
条
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
及
び

第
二
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
違
反
し
た
者
」
を
「
違
反
し
た
と
き
」
に
、「
経
営
し
た

者
」
を
「
経
営
し
た
と
き
。」に
改
め
、
同
条
を
第
百
六
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
百
六
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲

役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
百
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
労
働
者
の
募
集
に
従
事
し
た
と
き
。

二

第
百
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
わ

な
か
つ
た
と
き
。

三

第
百
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
三
十
九
条
又
は
第
四
十
条
の
規
定
に
違
反
し
た

と
き
。

第
百
六
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
百
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、

又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

二

第
百
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く

は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を

し
た
と
き
。

三

第
百
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を

漏
ら
し
た
と
き
。

第
百
三
十
条
の
七
を
第
百
六
十
条
と
す
る
。

第
百
三
十
条
の
六
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
」を
加
え
、同
条
各
号
中「
者
」

を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
百
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止

の
命
令
に
違
反
し
て
、
労
働
者
の
募
集
に
従
事
し
た
と
き
。

第
百
三
十
条
の
六
を
第
百
五
十
九
条
と
す
る
。

第
百
三
十
条
の
五
中
「
第
百
三
十
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同

条
を
第
百
五
十
八
条
と
す
る
。

第
百
三
十
条
の
四
第
一
項
中
「
第
百
三
十
条
の
二
」
を
「
第
百
五
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
五
十
七
条
と

す
る
。

第
百
三
十
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
会
計
監
査
人
又
は
」
を
「
社
会
福
祉
法
人
の
会
計
監
査
人
又
は
」に
改
め
、

「
第
四
十
五
条
の
六
第
三
項
」
の
下
に「（
第
百
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、

同
条
を
第
百
五
十
六
条
と
す
る
。

第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
中
「
又
は
社
会
福
祉
法
人
」
の
下
に
「
若
し
く
は
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
」
を
、「
当

該
社
会
福
祉
法
人
」
の
下
に
「
又
は
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
第
四
十
五
条
の
十
七

第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百
四
十
三
条
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
を
第
百
五
十
五
条
と
す
る
。

第
十
二
章
を
第
十
三
章
と
す
る
。

第
十
一
章
中
第
百
三
十
条
を
第
百
五
十
四
条
と
し
、
第
百
二
十
五
条
か
ら
第
百
二
十
九
条
ま
で
を
二
十
四
条
ず
つ

繰
り
下
げ
る
。

第
十
一
章
を
第
十
二
章
と
し
、
第
十
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
十
一
章

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人

第
一
節

認
定
等

（
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
認
定
）

第
百
二
十
五
条

次
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
」
と
い
う
。）を
行
お
う

と
す
る
一
般
社
団
法
人
は
、
第
百
二
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
一
般
社
団
法
人
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
の
所
轄
庁
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

地
域
福
祉
の
推
進
に
係
る
取
組
を
社
員
が
共
同
し
て
行
う
た
め
の
支
援

二

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
社
員
（
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
に
限
る
。
次
号
、
第
五
号
及
び
第

六
号
に
お
い
て
同
じ
。）が
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
安
全
を
社
員
が
共
同
し
て
確
保
す
る
た
め
の

支
援
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三

社
員
が
経
営
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
方
法
に
関
す
る
知
識
の
共
有
を
図
る
た
め
の
支
援

四

資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
社
員
（
社
会
福
祉
法
人
に
限
る
。）が
社
会
福
祉
事
業
に
係
る
業
務
を
行
う
の
に
必

要
な
資
金
を
調
達
す
る
た
め
の
支
援
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

五

社
員
が
経
営
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
従
事
者
の
確
保
の
た
め
の
支
援
及
び
そ
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の

研
修

六

社
員
が
経
営
す
る
社
会
福
祉
事
業
に
必
要
な
設
備
又
は
物
資
の
供
給

（
認
定
申
請
）

第
百
二
十
六
条

前
条
の
認
定
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
」
と
い
う
。）の
申
請
は
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
定
款
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

社
員
の
氏
名
又
は
名
称

二

社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
を
実
施
す
る
区
域

三

社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
の
内
容

四

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
掲
げ
る
業
務
に
よ
り
支
援
を
受
け
よ
う

と
す
る
社
員
及
び
支
援
の
内
容
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

（
認
定
の
基
準
）

第
百
二
十
七
条

所
轄
庁
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
申
請
を
し
た
一
般
社
団
法
人
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
法
人
に
つ
い
て
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
設
立
の
目
的
に
つ
い
て
、
社
員
の
社
会
福
祉
に
係
る
業
務
の
連
携
を
推
進
し
、
並
び
に
地
域
に
お
け
る

良
質
か
つ
適
切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
社
会
福
祉
法
人
の
経
営
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
こ
と
が
主
た
る

目
的
で
あ
る
こ
と
。

二

社
員
の
構
成
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
又
は
社
会
福
祉
法
人
の
経

営
基
盤
を
強
化
す
る
た
め
に
必
要
な
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
社
員
と
し
、
社
会
福
祉
法
人
で

あ
る
社
員
の
数
が
社
員
の
過
半
数
で
あ
る
こ
と
。

三

社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
能
力
並
び
に
財
産
的
基
礎
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

社
員
の
資
格
の
得
喪
に
関
し
て
、
第
一
号
の
目
的
に
照
ら
し
、
不
当
に
差
別
的
な
取
扱
い
を
す
る
条
件
そ
の

他
の
不
当
な
条
件
を
付
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

定
款
に
お
い
て
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
て
い
る
こ
と
。

イ

社
員
が
社
員
総
会
に
お
い
て
行
使
で
き
る
議
決
権
の
数
、
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
議

決
権
の
行
使
の
条
件
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
社
員
の
議
決
権
に
関
す
る
事
項

ロ

役
員
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項

理
事
六
人
以
上
及
び
監
事
二
人
以
上
を
置
く
旨

理
事
の
う
ち
に
、
各
理
事
に
つ
い
て
、
そ
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
そ
の
他
各
理
事
と
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
が
三
人
を
超
え
て
含
ま
れ
ず
、
並
び
に
当
該
理
事
並
び
に
そ

の
配
偶
者
及
び
三
親
等
以
内
の
親
族
そ
の
他
各
理
事
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者

が
理
事
の
総
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
含
ま
れ
な
い
こ
と
と
す
る
旨

監
事
の
う
ち
に
、
各
役
員
に
つ
い
て
、
そ
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
そ
の
他
各
役
員
と
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
と
す
る
旨

理
事
又
は
監
事
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
に
つ
い
て
識
見
を
有
す
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
者
を
含
む
こ
と
と
す
る
旨

ハ

代
表
理
事
を
一
人
置
く
旨

ニ

理
事
会
を
置
く
旨
及
び
そ
の
理
事
会
に
関
す
る
事
項

ホ

そ
の
事
業
の
規
模
が
政
令
で
定
め
る
基
準
を
超
え
る
一
般
社
団
法
人
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

理
事
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
当
該
一
般

社
団
法
人
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
の
整

備
に
関
す
る
事
項
は
理
事
会
に
お
い
て
決
議
す
べ
き
事
項
で
あ
る
旨

会
計
監
査
人
を
置
く
旨
及
び
会
計
監
査
人
が
監
査
す
る
事
項
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

ヘ

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
評
議
会
（
第
百
三
十
六
条
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
」
と
い

う
。）を
置
く
旨
並
び
に
そ
の
構
成
員
の
選
任
及
び
解
任
の
方
法

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
立
場
に
あ
る
者
、
社
会
福
祉
に
関
す
る
団
体
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
そ
の

他
の
関
係
者
を
も
つ
て
構
成
し
て
い
る
こ
と
。

当
該
一
般
社
団
法
人
が
ト
の
承
認
を
す
る
に
当
た
り
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
社
員
総
会
及

び
理
事
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針
に
照
ら
し
、
当
該
一
般
社
団
法
人
の
業
務
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
評
価
を

行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
社
員
総
会
及
び
理
事
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ト

第
百
二
十
五
条
第
四
号
の
支
援
を
受
け
る
社
会
福
祉
法
人
で
あ
る
社
員
が
当
該
社
会
福
祉
法
人
の
予
算
の

決
定
又
は
変
更
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
決
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該

一
般
社
団
法
人
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
旨

チ

資
産
に
関
す
る
事
項

リ

会
計
に
関
す
る
事
項

ヌ

解
散
に
関
す
る
事
項

ル

第
百
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け

た
場
合
に
お
い
て
、
第
百
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
連
携
推
進
目
的
取
得
財
産
残
額
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
額
の
財
産
を
当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
の
処
分
の
日
か
ら
一
月

以
内
に
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
次
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
、
社
会
福
祉
法
人

そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
ヲ
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。）に
贈
与
す
る
旨

ヲ

清
算
を
す
る
場
合
に
お
い
て
残
余
財
産
を
国
等
に
帰
属
さ
せ
る
旨

ワ

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
欠
格
事
由
）

第
百
二
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
一
般
社
団
法
人
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

一

そ
の
理
事
及
び
監
事
の
う
ち
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

イ

社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
受
け
た
一
般
社
団
法
人
（
以
下
こ
の
章
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百

六
十
五
条
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
」
と
い
う
。）が
第
百
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
原
因
と
な
つ
た
事

実
が
あ
つ
た
日
以
前
一
年
内
に
当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
業
務
を
行
う
理
事
で
あ
つ
た
者
で
そ
の
取

消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

ロ

こ
の
法
律
そ
の
他
社
会
福
祉
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
規
定
に
よ
り
罰
金
以
上
の
刑
に
処

せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（
ハ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

ハ

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ

た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ニ

暴
力
団
員
等

二

第
百
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消

し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

三

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
も
の
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（
計
算
書
類
等
）

第
百
三
十
八
条

第
四
十
五
条
の
二
十
三
、
第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
四
項
、
第
四
十
五
条
の
三
十
四
及
び
第
四
十

五
条
の
三
十
五
の
規
定
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
計
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
四

項
及
び
第
四
十
五
条
の
三
十

四
第
四
項

評
議
員

社
員

第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
四

項
第
一
号

計
算
書
類
等

計
算
書
類
等
（
各
事
業
年
度
に
係
る
計

算
書
類
及
び
事
業
報
告
並
び
に
こ
れ
ら

の
附
属
明
細
書
並
び
に
監
査
報
告
（
会

計
監
査
人
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、会
計
監
査
報
告
を
含
む
。）を
い
う
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
認
定
の
通
知
及
び
公
示
）

第
百
二
十
九
条

所
轄
庁
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
旨
を
そ
の
申
請
を
し
た
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
名
称
）

第
百
三
十
条

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
は
、
そ
の
名
称
中
に
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
と
い
う
文
字
を
用
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
名
称
の
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進

認
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
で
な
い
者
は
、
そ
の
名
称
又
は
商
号
中
に
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
で
あ
る
と
誤

認
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
文
字
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

４

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
は
、
不
正
の
目
的
を
も
つ
て
、
他
の
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ

る
お
そ
れ
の
あ
る
名
称
又
は
商
号
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
百
三
十
一
条

第
三
十
条
の
規
定
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
所
轄
庁
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
も
の
及
び
第
百
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
区
社
会
福
祉
協
議
会
で
あ
る
社

会
福
祉
法
人
」
と
あ
る
の
は
、「
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節

業
務
運
営
等

（
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
業
務
運
営
）

第
百
三
十
二
条

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
は
、
社
員
の
社
会
福
祉
に
係
る
業
務
の
連
携
の
推
進
及
び
そ
の
運
営
の

透
明
性
の
確
保
を
図
り
、
地
域
に
お
け
る
良
質
か
つ
適
切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
社
会
福
祉
法
人
の
経
営

基
盤
の
強
化
に
資
す
る
役
割
を
積
極
的
に
果
た
す
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
を
行
う
に
当
た
り
、
当
該
一
般
社
団
法
人
の
社
員
、

理
事
、
監
事
、
職
員
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
関
係
者
に
対
し
特
別
の
利
益
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。

３

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
以
外
の
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
社
会
福
祉
連
携
推

進
業
務
以
外
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
の
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
は
、
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
社
員
の
義
務
）

第
百
三
十
三
条

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
社
員
（
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
に
限
る
。
次
条
第
一
項
に
お

い
て
同
じ
。）は
、
そ
の
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
業
務
を
行
う
に
当
た
り
、
そ
の
所
属
す
る
社
会
福
祉
連

携
推
進
法
人
の
社
員
で
あ
る
旨
を
明
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
託
募
集
の
特
例
等
）

第
百
三
十
四
条

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
社
員
が
、
当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
を
し
て
社
会
福
祉
事
業
に

従
事
す
る
労
働
者
の
募
集
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
が
社
会
福

祉
連
携
推
進
業
務
と
し
て
当
該
募
集
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
職
業
安
定
法
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第

三
項
の
規
定
は
、
当
該
社
員
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
は
、
前
項
に
規
定
す
る
募
集
に
従
事
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
募
集
時
期
、
募
集
人
員
、
募
集
地
域
そ
の
他
の
労
働
者
の
募
集
に
関
す
る
事
項
で
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

職
業
安
定
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
、
同
法
第
五

条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の
四
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第

四
十
二
条
の
二
、
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
四
、
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五

十
一
条
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
労
働
者
の
募
集
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
法
第
四
十
条

の
規
定
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
労
働
者
の
募
集
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
報
酬
の
供
与
に
つ
い
て
、

同
法
第
五
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
権
を
行

う
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
労
働
者
の
募

集
を
行
お
う
と
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
労
働

者
の
募
集
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者
」
と
、
同
法
第
四
十
一
条
第
二
項
中
「
当
該
労
働
者
の
募
集
の
業
務
の
廃
止

を
命
じ
、
又
は
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
が
第
一
項
に
規
定
す
る
募
集
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
職
業
安
定
法
第

三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
十
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
被

用
者
以
外
の
者
を
し
て
労
働
者
の
募
集
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
被
用
者
以
外
の
者
に
与
え
よ
う
と
す

る
」
と
、
同
条
中
「
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
募
集
受
託
者
を
い
う
。
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
百

三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
労
働
者
の
募
集
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
次
項
」
と
す
る
。

第
百
三
十
五
条

公
共
職
業
安
定
所
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
労
働
者
の
募
集
に
従
事
す
る
社

会
福
祉
連
携
推
進
法
人
に
対
し
て
、
当
該
募
集
が
効
果
的
か
つ
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
雇
用
情
報
及
び
職
業

に
関
す
る
調
査
研
究
の
成
果
を
提
供
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
に
基
づ
き
当
該
募
集
の
内
容
又
は
方
法
に
つ
い
て
指
導

を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
評
価
の
結
果
の
公
表
等
）

第
百
三
十
六
条

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
は
、
第
百
二
十
七
条
第
五
号
ヘ

の
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
に
よ

る
評
価
の
結
果
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
は
、
第
百
二
十
七
条
第
五
号
ヘ

の
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
に
よ
る
意
見
を
尊

重
す
る
も
の
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
連
携
推
進
目
的
事
業
財
産
）

第
百
三
十
七
条

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
財
産
を
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
を
行
う
た
め
に
使

用
し
、
又
は
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一

社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
受
け
た
日
以
後
に
寄
附
を
受
け
た
財
産
（
寄
附
を
し
た
者
が
社
会
福
祉
連
携
推

進
業
務
以
外
の
た
め
に
使
用
す
べ
き
旨
を
定
め
た
も
の
を
除
く
。）

二

社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
受
け
た
日
以
後
に
交
付
を
受
け
た
補
助
金
そ
の
他
の
財
産
（
財
産
を
交
付
し
た

者
が
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
以
外
の
た
め
に
使
用
す
べ
き
旨
を
定
め
た
も
の
を
除
く
。）

三

社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
受
け
た
日
以
後
に
行
つ
た
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
に
係
る
活
動
の
対
価
と
し

て
得
た
財
産

四

社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
受
け
た
日
以
後
に
行
つ
た
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
以
外
の
業
務
か
ら
生
じ
た

収
益
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
財
産

五

前
各
号
に
掲
げ
る
財
産
を
支
出
す
る
こ
と
に
よ
り
取
得
し
た
財
産

六

社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
受
け
た
日
の
前
に
取
得
し
た
財
産
で
あ
つ
て
同
日
以
後
に
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
方
法
に
よ
り
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
旨
を
表
示
し
た
財
産

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
が
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
を
行
う
こ
と

に
よ
り
取
得
し
、
又
は
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
を
行
う
た
め
に
保
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
財
産
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第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一

項

社
会
福
祉
法
人
が
成
立
し
た
日

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
が
第
百
二
十

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
連

携
推
進
認
定
を
受
け
た
日

当
該
成
立
し
た
日

当
該
日

第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一

項
第
二
号
並
び
に
第
四
十
五

条
の
三
十
五
第
一
項
及
び
第

三
項

理
事
、
監
事
及
び
評
議
員

理
事
及
び
監
事

第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
一

項
第
三
号

第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号

第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号

第
四
十
五
条
の
三
十
五
第
二

項

評
議
員
会

社
員
総
会

（
監
督
等
）

第
百
四
十
四
条

第
五
十
六
条
（
第
八
項
を
除
く
。）、
第
五
十
七
条
の
二
、
第
五
十
九
条
、
第
五
十
九
条
の
二
（
第

二
項
を
除
く
。）及
び
第
五
十
九
条
の
三
の
規
定
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項

所
轄
庁

認
定
所
轄
庁
（
第
百
三
十
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
認
定
所
轄
庁
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）

第
五
十
六
条
第
四
項
か
ら
第

七
項
ま
で
、
第
九
項
及
び
第

十
一
項
、第
五
十
七
条
の
二
、

第
五
十
九
条
並
び
に
第
五
十

九
条
の
二
第
四
項

所
轄
庁

認
定
所
轄
庁

第
五
十
七
条
の
二
第
二
項

及
び
第
四
項
か
ら
第
九
項
ま
で
並

び
に
前
条

、
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
九

項

第
五
十
九
条
第
一
号

第
四
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に

関
す
る
法
律
第
百
二
十
九
条
第
一
項

第
五
十
九
条
第
二
号

第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
二
項

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
四
十
五
条
の
三
十
四
第
二
項

第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第

一
号

第
三
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第

四
十
五
条
の
三
十
六
第
二
項

第
百
三
十
九
条
第
一
項

同
条
第
四
項

同
条
第
三
項

第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第

二
号

第
四
十
五
条
の
三
十
五
第
二
項

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
四
十
五
条
の
三
十
五
第
二
項

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

２

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
計
算
書
類
等
（
各
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
及
び
事
業
報
告
並
び
に
こ
れ
ら
の

附
属
明
細
書
並
び
に
監
査
報
告
（
会
計
監
査
人
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
会
計
監
査
報
告
を
含
む
。）を
い

う
。）に
関
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
二
十
条
第
一
項
、
第
百
二
十
三
条
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
百
二
十
条
第

一
項
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
法
務
省
令
」
と
あ

る
の
は
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
、
同
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
中
「
そ
の
成
立
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉

法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
受
け
た
日
」
と
す
る
。

（
定
款
の
変
更
等
）

第
百
三
十
九
条

定
款
の
変
更
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。）は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進

認
定
を
し
た
所
轄
庁
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
認
定
所
轄
庁
」
と
い
う
。）の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効

力
を
生
じ
な
い
。

２

認
定
所
轄
庁
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
定
款
の
内
容
が
法
令
の
規
定
に

違
反
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
等
を
審
査
し
た
上
で
、
当
該
定
款
の
認
可
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
は
、第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
係
る
定
款
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
認
定
所
轄
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
定
款
の
閲
覧
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
評
議
員
」
と
あ
る
の
は
、「
社
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針
の
変
更
）

第
百
四
十
条

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
定
所

轄
庁
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

解
散
及
び
清
算

第
百
四
十
一
条

第
四
十
六
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
の
二
、
第
四
十
六
条
の
六
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
四

十
七
条
の
四
か
ら
第
四
十
七
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
六
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
二
号
又
は
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
一
般

社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
四
十
八
条
各
号
」
と
、「
所
轄
庁
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
所
轄

庁
（
第
百
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
所
轄
庁
を
い
う
。
第
四
十
六
条
の
六
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に

第
四
十
七
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、
第
四
十
六
条
の
六
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
四
十
七
条
の
五
中

「
所
轄
庁
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
所
轄
庁
」
と
、
第
四
十
七
条
の
六
第
二
項
中
「
第
四
十
六
条
の
十
三
」
と
あ
る

の
は
「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
百
十
六
条
」
と
、「
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
中
「
清
算
人
及
び
監
事
」
と
あ
る
の
は
、「
社
会
福
祉
法
人
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
」
と
あ
る
の
は
「
準
用
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
節

監
督
等

（
代
表
理
事
の
選
定
及
び
解
職
）

第
百
四
十
二
条

代
表
理
事
の
選
定
及
び
解
職
は
、
認
定
所
轄
庁
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な

い
。

（
役
員
等
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
の
措
置
等
）

第
百
四
十
三
条

第
四
十
五
条
、
第
四
十
五
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
五
条
の
七
の
規
定
は
、
社

会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
役
員
及
び
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
五
条
中

「
定
時
評
議
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
定
時
社
員
総
会
」
と
、
第
四
十
五
条
の
六
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
」

と
あ
る
の
は
「
こ
の
法
律
若
し
く
は
定
款
で
定
め
た
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
役
員
の
員
数
又
は
代
表
理
事
が

欠
け
た
」
と
、「
所
轄
庁
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
所
轄
庁
（
第
百
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
所
轄
庁
を
い

う
。）」
と
、「
一
時
役
員
」
と
あ
る
の
は
「
一
時
役
員
又
は
代
表
理
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
監
事
に
関
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
理
事
（
理
事
会
設
置
一
般
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
、理
事
会
）」と
あ
る
の
は
、

「
社
会
福
祉
法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
所
轄
庁
、
社
員
総
会
又
は
理
事
会
」
と
す
る
。
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第
五
十
九
条
の
二
第
三
項

前
項
前
段
の
事
務

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
主
た
る
事

務
所
を
有
す
る
社
会
福
祉
連
携
推
進
法

人
（
厚
生
労
働
大
臣
が
認
定
所
轄
庁
で

あ
る
も
の
を
除
く
。）の
活
動
の
状
況
そ

の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

に
つ
い
て
、
調
査
、
分
析
及
び
必
要
な

統
計
そ
の
他
の
資
料
の
作
成

所
轄
庁
（
市
長
に
限
る
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。）

認
定
所
轄
庁

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
）

第
百
四
十
五
条

認
定
所
轄
庁
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
百
二
十
八
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
受
け
た
と
き
。

２

認
定
所
轄
庁
は
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
社
会
福
祉
連

携
推
進
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
百
二
十
七
条
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
き
。

二

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
か
ら
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
。

三

こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

３

認
定
所
轄
庁
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人

は
、
そ
の
名
称
中
の
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
と
い
う
文
字
を
一
般
社
団
法
人
と
変
更
す
る
定
款
の
変
更
を
し
た

も
の
と
み
な
す
。

５

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
十
九

条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
認
定
所
轄
庁
が
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
福
祉
連
携
推
進
認

定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
中
「
行
政
庁
は
、
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
益
認
定
」
と
あ
る
の
は
、「
社
会
福
祉
法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
所

轄
庁
は
、
同
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
に
伴
う
贈
与
）

第
百
四
十
六
条

認
定
所
轄
庁
が
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
百
二
十
七
条
第

五
号
ル
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め
に
従
い
、
当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
社

会
福
祉
連
携
推
進
目
的
取
得
財
産
残
額
に
相
当
す
る
額
の
財
産
の
贈
与
に
係
る
書
面
に
よ
る
契
約
が
成
立
し
な
い

と
き
は
、
認
定
所
轄
庁
が
当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
目
的
取
得
財
産
残
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
に
つ
い
て
、
同

号
ル
に
規
定
す
る
定
款
で
定
め
る
贈
与
を
当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
を
受
け
た
法
人
（
第
四
項
に

お
い
て
「
認
定
取
消
法
人
」
と
い
う
。）か
ら
受
け
る
旨
の
書
面
に
よ
る
契
約
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す
。
当
該

社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
目
的
取
得
財
産
残
額
の
一

部
に
相
当
す
る
額
の
財
産
に
つ
い
て
同
号
ル
に
規
定
す
る
定
款
で
定
め
る
贈
与
に
係
る
書
面
に
よ
る
契
約
が
成
立

し
た
場
合
に
お
け
る
残
余
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
「
社
会
福
祉
連
携
推
進
目
的
取
得
財
産
残
額
」
と
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
財
産
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る

財
産
を
除
外
し
た
残
余
の
財
産
の
価
額
の
合
計
額
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。

一

当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
が
取
得
し
た
全
て
の
社
会
福
祉
連
携
推
進
目
的
事
業
財
産
（
第
百
三
十
七
条

各
号
に
掲
げ
る
財
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

二

当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
が
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
を
受
け
た
日
以
後
に
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務

を
行
う
た
め
に
費
消
し
、
又
は
譲
渡
し
た
社
会
福
祉
連
携
推
進
目
的
事
業
財
産

三

社
会
福
祉
連
携
推
進
目
的
事
業
財
産
以
外
の
財
産
で
あ
つ
て
当
該
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
が
社
会
福
祉
連

携
推
進
認
定
を
受
け
た
日
以
後
に
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
を
行
う
た
め
に
費
消
し
、
又
は
譲
渡
し
た
も
の
及

び
同
日
以
後
に
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
の
実
施
に
伴
い
負
担
し
た
公
租
公
課
の
支
払
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
も
の
の
額
の
合
計
額

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
目
的
取
得
財
産
残
額
の
算
定
の
細
目
そ
の
他
そ
の
算
定
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

４

認
定
所
轄
庁
は
、
第
一
項
の
場
合
に
は
、
認
定
取
消
法
人
に
対
し
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
社
会
福

祉
連
携
推
進
目
的
取
得
財
産
残
額
及
び
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
取
消
法
人
と
認
定
所
轄
庁
と
の
間
に
当

該
社
会
福
祉
連
携
推
進
目
的
取
得
財
産
残
額
又
は
そ
の
一
部
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
の
贈
与
に
係
る
契
約
が
成
立

し
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
は
、
第
百
二
十
七
条
第
五
号
ル
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

第
五
節

雑
則

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
適
用
除
外
）

第
百
四
十
七
条

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
に
つ
い
て
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第

五
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
二
十
八
条
並
び
に
第
五
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
政
令
及
び
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
百
四
十
八
条

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
及
び
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
監

督
に
関
し
必
要
な
事
項
は
政
令
で
、
第
百
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
二
条
の
認
可
の
申
請
に
関
し
必
要
な

事
項
は
厚
生
労
働
省
令
で
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
。

別
表
中
「
第
百
二
十
七
条
」
を
「
第
百
五
十
一
条
」
に
改
め
る
。

（
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
四
項
中
「
図
る
」
の
下
に
「
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合

い
な
が
ら
、
参
加
し
、
共
生
す
る
地
域
社
会
の
実
現
に
資
す
る
」
を
加
え
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
脳
血
管
疾
患
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
そ
の
他
の
要
因
に
基
づ
く
脳
の
器
質
的
な
変
化
」

を
「
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
そ
の
他
の
神
経
変
性
疾
患
、
脳
血
管
疾
患
そ
の
他
の
疾
患
」
に
、「
記
憶
機
能
及
び
そ
の
他

の
認
知
機
能
が
低
下
し
た
」
を
「
認
知
機
能
が
低
下
し
た
状
態
と
し
て
政
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
提
供
す
る
た
め
」
の
下
に
「
、
研
究
機
関
、
医
療
機
関
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
一

項
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
い
う
。）等
と
連
携
し
」
を
加
え
、「
並
び
に
そ
の
成
果
の
活
用
に
努
め
る
と

と
も
に
、
認
知
症
で
あ
る
者
を
現
に
介
護
す
る
者
の
支
援
並
び
に
認
知
症
で
あ
る
者
の
支
援
に
係
る
人
材
の
確
保
及

び
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
そ
の
他
の
認
知
症
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す

る
」
を
「
に
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
普
及
し
、
活
用
し
、
及
び
発
展
さ
せ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
前
項
」
を
「
前
三
項
」
に
、「
配
慮
す
る
よ
う
」
を
「
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
認
知
症
で
あ
る
者
が
地
域
社
会
に
お

い
て
尊
厳
を
保
持
し
つ
つ
他
の
人
々
と
共
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
に
お
け
る
認
知
症
で
あ
る
者
へ
の
支
援
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
、
認
知
症
で

あ
る
者
を
現
に
介
護
す
る
者
の
支
援
並
び
に
認
知
症
で
あ
る
者
の
支
援
に
係
る
人
材
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上
を

図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
そ
の
他
の
認
知
症
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
第
二
項
中
「
第
十
一
項
及
び
第
二
十
一
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
の
十
第
十
三
号
中
「
第
二
十
九
条
第
十
六
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。

第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
九
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
第
百

十
七
条
第
三
項
第
六
号
」
を
「
及
び
第
百
十
七
条
第
三
項
第
九
号
」
に
、「（
第
百
十
七
条
第
三
項
第
六
号
」
を「（
同

号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

市
町
村
は
、
地
域
支
援
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等
関

連
情
報
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
七
条
第
三
項
第
六
号
中
「
認
知
症
で
あ
る
被
保
険
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
に
関

す
る
事
項
、」を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を

加
え
る
。

七

認
知
症
で
あ
る
被
保
険
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
に
関
す
る
事
項
、
教
育
、
地
域
づ

く
り
及
び
雇
用
に
関
す
る
施
策
そ
の
他
の
関
連
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
認
知
症
に

関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
事
項
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

八

前
項
第
一
号
の
区
域
ご
と
の
当
該
区
域
に
お
け
る
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

行
わ
れ
て
い
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
及
び
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
登
録
住
宅
（
次
条
第
三
項
第
六
号
に
お
い
て
「
登
録
住
宅
」
と
い
う
。）

の
そ
れ
ぞ
れ
の
入
居
定
員
総
数
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又

は
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
に
係
る
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
、
第
四
十

二
条
の
二
第
一
項
本
文
又
は
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。

次
条
第
三
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。）

第
百
十
七
条
第
三
項
第
四
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

介
護
支
援
専
門
員
そ
の
他
の
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
確
保
及
び

資
質
の
向
上
並
び
に
そ
の
業
務
の
効
率
化
及
び
質
の
向
上
に
資
す
る
都
道
府
県
と
連
携
し
た
取
組
に
関
す
る
事

項
第
百
十
七
条
第
四
項
中
「
お
け
る
」
の
下
に
「
人
口
構
造
の
変
化
の
見
通
し
、」を
加
え
、
同
条
第
十
項
中「（
平
成

十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）」を
削
る
。

第
百
十
八
条
第
三
項
第
三
号
中
「
又
は
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、「
向
上
」
の
下
に
「
並
び
に
そ
の
業
務
の
効
率
化

及
び
質
の
向
上
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

前
項
第
一
号
の
区
域
ご
と
の
当
該
区
域
に
お
け
る
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

行
わ
れ
て
い
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
及
び
登
録
住
宅
の
そ
れ
ぞ
れ
の
入
居
定
員
総
数

第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
と
い
う
。）」
の
下
に
「
の
う
ち
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
」
を
、「
公

表
す
る
」
の
下
に
「
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
及
び
分
析
を
行

い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

訪
問
介
護
、
訪
問
入
浴
介
護
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
要
介
護
者
等
の
心

身
の
状
況
等
、
当
該
要
介
護
者
等
に
提
供
さ
れ
る
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

事
項

四

地
域
支
援
事
業
の
実
施
の
状
況
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

第
百
十
八
条
の
二
第
二
項
中
「
介
護
保
険
等
関
連
情
報
」
を
「
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す

る
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
市
町
村
」
を
「
、
市
町
村
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
特
定
介
護
予

防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
を
行
う
者
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
二
条
の
二
第
三
項
中
「
交
付
す
る
額
」
の
下
に「（
社
会
福
祉
法
第
百
六
条
の
八
（
第
二
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。）の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
額
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
百
四
十
八
条
第
二
項
中
「
を
除
く
。）、
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
」
を「（
社
会
福
祉
法
第
百
六
条
の
八
（
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
百
六
条
の
九
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の

規
定
に
よ
り
交
付
す
る
額
を
含
む
。）を
除
く
。）、
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。）及
び
第
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
平
成
三
十
一
年
度
」
を
「
令
和
元

年
度
」
に
改
め
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険

法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
第
十
一
項
及
び
第
十
九
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
中
「
脳
血
管

疾
患
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
そ
の
他
の
要
因
に
基
づ
く
脳
の
器
質
的
な
変
化
」
を
「
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
そ
の
他
の

神
経
変
性
疾
患
、
脳
血
管
疾
患
そ
の
他
の
疾
患
」
に
、「
記
憶
機
能
及
び
そ
の
他
の
認
知
機
能
が
低
下
し
た
」
を
「
認

知
機
能
が
低
下
し
た
状
態
と
し
て
政
令
で
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
百
十
七
条
第
三
項
第
六
号
中
「
認
知
症
で
あ
る
被
保
険
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
に
関

す
る
事
項
、」を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を

加
え
る
。

七

認
知
症
で
あ
る
被
保
険
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
に
関
す
る
事
項
、
教
育
、
地
域
づ

く
り
及
び
雇
用
に
関
す
る
施
策
そ
の
他
の
関
連
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
認
知
症
に

関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
事
項

八

前
項
第
一
号
の
区
域
ご
と
の
当
該
区
域
に
お
け
る
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

行
わ
れ
て
い
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
及
び
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
登
録
住
宅
（
次
条
第
三
項
第
五
号
に
お
い
て
「
登
録
住
宅
」
と
い
う
。）

の
そ
れ
ぞ
れ
の
入
居
定
員
総
数
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又

は
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
に
係
る
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
、
第
四
十

二
条
の
二
第
一
項
本
文
又
は
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。

次
条
第
三
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。）

第
百
十
七
条
第
三
項
第
四
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

介
護
支
援
専
門
員
そ
の
他
の
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
確
保
及
び

資
質
の
向
上
並
び
に
そ
の
業
務
の
効
率
化
及
び
質
の
向
上
に
資
す
る
都
道
府
県
と
連
携
し
た
取
組
に
関
す
る
事

項
第
百
十
七
条
第
四
項
中
「
お
け
る
」
の
下
に
「
人
口
構
造
の
変
化
の
見
通
し
、」を
加
え
、
同
条
第
十
項
中
「
市
町

村
地
域
福
祉
計
画
」
の
下
に
「
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
市

町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
」
を
加
え
る
。

第
百
十
八
条
第
三
項
第
三
号
中
「
又
は
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、「
向
上
」
の
下
に
「
並
び
に
そ
の
業
務
の
効
率
化

及
び
質
の
向
上
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

前
項
第
一
号
の
区
域
ご
と
の
当
該
区
域
に
お
け
る
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

行
わ
れ
て
い
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
及
び
登
録
住
宅
の
そ
れ
ぞ
れ
の
入
居
定
員
総
数

第
百
十
八
条
第
十
項
中
「
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
」
を
「
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
」
に
改
め

る
。第

百
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
情
報
」
の
下
に
「
の
う
ち
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
」
を
、「
公
表
す

る
」
の
下
に
「
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
及
び
分
析
を
行
い
、

そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

訪
問
介
護
、
訪
問
入
浴
介
護
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
要
介
護
者
等
の
心

身
の
状
況
等
、
当
該
要
介
護
者
等
に
提
供
さ
れ
る
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

事
項

四

地
域
支
援
事
業
の
実
施
の
状
況
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

第
百
十
八
条
の
二
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
分
析
に
必
要
な
情
報
」
を
「
前
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
市
町
村
」
を
「
、
市
町
村
及
び
介
護
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。）及
び
第
十
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
平
成
三
十
一
年
度
」
を
「
令
和
元

年
度
」
に
改
め
る
。

（
老
人
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
八
第
三
項
中
「
同
項
の
老
人
福
祉
事
業
の
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策
」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

前
項
の
老
人
福
祉
事
業
の
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項

二

老
人
福
祉
事
業
に
従
事
す
る
者
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上
並
び
に
そ
の
業
務
の
効
率
化
及
び
質
の
向
上
の
た

め
に
講
ず
る
都
道
府
県
と
連
携
し
た
措
置
に
関
す
る
事
項

第
二
十
条
の
九
第
三
項
第
二
号
中
「
又
は
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、「
向
上
」
の
下
に
「
並
び
に
そ
の
業
務
の
効
率

化
及
び
質
の
向
上
」
を
加
え
る
。
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第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
一
項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、

第
七
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同

条
第
十
七
項
中
「
第
十
四
項
」
を
「
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
九
項
と
し
、
同
条
第
十
六
項
中
「
第

十
四
項
」
を
「
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
八
項
と
し
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
七
項
と
し
、
第
十

四
項
を
第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
四
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
を
「
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
五
項
と
し
、
同
条
中
第
十
二
項
を
第
十
四
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
を
二
項

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
、
当
該
届
出
に

係
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
予
定
地
又
は
所
在
地
の
市
町
村
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

市
町
村
長
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
な
い
疑
い
が
あ
る
有
料
老
人
ホ
ー

ム
（
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す

る
登
録
住
宅
を
除
く
。）を
発
見
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
、
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
予
定
地

又
は
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
十
一
項
、
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
十
三

項
、
第
十
五
項
及
び
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
中
「
第
二
十
九
条
第
十
四
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
十
六
項
」
に
改
め
、「
違
反
し
た
」
の
下
に
「
場

合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
中
「
第
二
十
九
条
第
十
三
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
十
五
項
」
に
改
め
、「
違
反
し
た
」
の
下
に
「
場

合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
中
「
そ
の
違
反
行
為
」
を
「
当
該
違
反
行
為
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
十
九
条
第
十
一
項
」

を
「
第
二
十
九
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
中
「
第
二
十
九
条
第
十
四
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
支
払
基
金
の
業
務
の
特
例
）

第
一
条
の
二

支
払
基
金
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
及
び
第
二
十
三
条
に

規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
第
一
条
に
規
定
す
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
当
分
の
間
、次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

医
療
機
関
等
が
行
う
地
域
に
お
い
て
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
た
め
の
医
療
機
関

等
の
提
供
す
る
医
療
に
係
る
情
報
化
の
促
進
に
要
す
る
物
品
を
調
達
し
、
及
び
提
供
す
る
業
務
（
医
療
機
関
等

の
申
出
に
応
じ
て
当
該
物
品
を
調
達
し
、
及
び
提
供
す
る
業
務
を
含
む
。）

二

前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
基
金
が
同
項
の
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
前
条
各
号
」
と

あ
る
の
は
、「
前
条
各
号
及
び
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
各
号
」
と
す
る
。

第
七
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中「
第
三
章

特
定
民
間
施
設
の
整
備
（
第
十
二
条

第
二
十
二
条
）

第
四
章

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務（
第
二
十
三
条

第
三
十
二

第
五
章

雑
則
（
第
三
十
三
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
三
十
四
条

第
三
十
六
条
）

条
）」を 「
第
三
章

国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
情
報
の
分
析
等
の
推
進（
第
十
二
条
）

第
四
章

特
定
民
間
施
設
の
整
備
（
第
十
三
条

第
二
十
三
条
）

第
五
章

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
業
務
（
第
二
十
四
条

第
三
十
四
条
）

第
六
章

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
の
連
結
情
報
提
供
業
務
（
第
三
十
五
条

第
三
十
七
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
三
十
八
条
・
第
三
十
九
条
）

第
八
章

罰
則
（
第
四
十
条

第
四
十
三
条
）

」 に

改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
一
号
中
「
第
四
章
」
を
「
第
五
章
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第

三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
し
た
と
き
又

は
第
三
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
三
条
と
す
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
、「
を
し
た
」
の
下
に
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反

行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
を
第
四
十
二
条
と
す
る
。

第
三
十
四
条
中
「
支
払
基
金
又
は
受
託
者
の
役
員
又
は
職
員
が
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求

め
ら
れ
て
、
こ
れ
に
従
わ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

し
く
は
忌
避
し
た
と
き
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

支
払
基
金
又
は
受
託
者
の
役
員
又
は
職
員
が
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、

こ
れ
に
従
わ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は

忌
避
し
た
と
き
。

二

支
払
基
金
の
役
員
又
は
職
員
が
、
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
こ
れ
に
従
わ

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と

き
。

三

連
合
会
の
役
員
又
は
職
員
が
、
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、こ
れ
に
従
わ
ず
、

若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

第
三
十
四
条
を
第
四
十
一
条
と
し
、
第
六
章
中
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
条

支
払
基
金
若
し
く
は
連
合
会
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由

が
な
い
の
に
、
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
又
は
連
合
会
連
結
情
報
提
供
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏

ら
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
六
章
を
第
八
章
と
す
る
。

第
三
十
三
条
に
見
出
し
と
し
て「（
権
限
の
委
任
）」を
付
し
、
第
五
章
中
同
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
政
府
の
補
助
）

第
三
十
九
条

政
府
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
支
払
基
金
又
は
連
合
会
に
対
し
、
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
情
報
の
提
供
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章
を
第
七
章
と
し
、
同
章
の
前
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
六
章

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
の
連
結
情
報
提
供
業
務

（
連
合
会
の
業
務
）

第
三
十
五
条

連
合
会
は
、
国
民
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
第
一
条
に
規
定
す
る

目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
情
報
を
提
供
す
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業

務
を
行
う
。

（
区
分
経
理
）

第
三
十
六
条

連
合
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
（
次
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
に
お
い
て
「
連
合
会
連

結
情
報
提
供
業
務
」
と
い
う
。）に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
経
理
と
区
分
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
報
告
の
徴
収
等
）

第
三
十
七
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
連
合
会
に
つ
い
て
、
連
合
会
連
結
情
報
提
供
業
務
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
実
地
に
そ
の
状
況
を
検
査

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に

よ
る
権
限
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
三
十
二
条
中
「
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
」
の
下
に
「
及
び
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
」
を
加
え
、

第
四
章
中
同
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。
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第
三
十
一
条
第
三
項
第
三
号
中「（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十

三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
。）」
を
削
り
、
同
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
三
十
条
中
「
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
」
の
下
に
「
及
び
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
」
を
加
え
、
同

条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
第
一
項
及
び

第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
支
払
基
金
に
つ
い
て
、
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
実
地
に
そ
の
状
況
を
検
査
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
九
条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
」
を
「
連
合
会
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

（
余
裕
金
の
運
用
）

第
三
十
条

支
払
基
金
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
ほ
か
、
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
を

運
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

国
債
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
有
価
証
券
の
保
有

二

銀
行
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
金
融
機
関
へ
の
預
金

三

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四

十
三
号
）第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
。第
三
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）

へ
の
金
銭
信
託
で
元
本
補
塡
の
契
約
が
あ
る
も
の

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣

に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
」
の
下
に
「
及
び
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
」
を

加
え
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
六
条
中
「
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
」
の
下
に
「
及
び
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
」
を
加
え
、

同
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
中
「
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
」
の
下
に
「
及
び
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
」
を
、「
区
分

し
て
、」の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
」
と
い
う
。）」
を

「
前
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
（
以
下
「
医
療
機
関
等
情
報

化
補
助
業
務
」
と
い
う
。）並
び
に
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
（
以
下
「
支
払
基
金
連

結
情
報
提
供
業
務
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と
い
う
。）」
を
「
支
払
基
金
」に
改
め
、

同
条
第
一
号
中「（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）」を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
前
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同

号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
情
報
を
提
供
す
る
業
務

第
二
十
三
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
四
章
の
章
名
中
「
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
」
を
「
業
務
」
に
改
め
、
同
章
を
第
五
章
と
す
る
。

第
三
章
中
第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
一
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
第

三
項
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
三
章

国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
情
報
の
分
析
等
の
推
進

第
十
二
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
託
を
受
け
て
同
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
等
関
連
情
報
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
医
療
保
険
等
関
連
情
報
」
と
い
う
。）を
収
集
す
る
者
、
介
護
保
険
法
第
百
十
八
条
の
十
の
規
定
に
よ

り
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
託
を
受
け
て
同
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等
関
連
情
報
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
保
険
等
関
連
情
報
」
と
い
う
。）を
収
集
す
る
者
そ
の
他
の
保
健
医
療
等
情
報
（
法
律

の
規
定
に
基
づ
き
調
査
若
し
く
は
分
析
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
が
行
わ
れ
る
医
療
保
険
等
関
連
情
報
、
介
護
保

険
等
関
連
情
報
そ
の
他
の
情
報
で
あ
っ
て
そ
の
調
査
若
し
く
は
分
析
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
が
国
民
の
保
健
医

療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。）を
収
集
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
連
結
情
報
照
会
者
」

と
い
う
。）は
、
保
健
医
療
等
情
報
を
正
確
に
連
結
す
る
た
め
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基

金
」
と
い
う
。）又
は
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す

る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。）に
対
し
、
当
該
保
健
医
療
等
情
報
に
係
る
医
療
保

険
被
保
険
者
番
号
等
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
九
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
等
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
等
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）

第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
入
者
等
記
号
・
番
号
等
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律

第
百
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
等
記
号
・
番
号
等
、
国
民
健
康
保
険
法
第
百
十

一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
記
号
・
番
号
等
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
百
五
十
二
号
）
第
百
四
十
四
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
等
記
号
・
番
号
等
及
び
高
齢
者
の

医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。）を
提
供
し
た
上
で
、
保
健
医
療
等
情
報
を
正
確
に
連
結
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も
の
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

支
払
基
金
又
は
連
合
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
連
結
情
報
照
会
者
に
対
し
、
健
康

保
険
法
第
二
百
五
条
の
四
第
一
項
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
船
員
保
険
法
第
百
五
十
三
条

の
十
第
一
項
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
七
条
の
三
第
一

項
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
百
十
四
条
の
二
第
一
項
（
第
二

号
又
は
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
国
民
健
康
保
険
法
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
三
第
一
項
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確

保
に
関
す
る
法
律
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
て
行
う
電
子
資
格
確
認
（
健
康
保
険

法
第
三
条
第
十
三
項
、
船
員
保
険
法
第
二
条
第
十
二
項
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五
十
五
条
第
一
項
（
私
立

学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、国
民
健
康
保
険
法
第
三
十
六
条
第
三
項
、

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
五
十
七
条
第
一
項
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
六
十
四
条
第
三

項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
を
い
う
。）の
事
務
に
係
る
医
療
保
険
被
保
険
者
番
号
等
を
利
用
し
、
前
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提
供
を
受
け
る
連
結
情
報
照
会
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手

数
料
を
支
払
基
金
又
は
連
合
会
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
第

一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
、「
前
条
各
号
」」を「（
以
下
「
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
」
と
い
う
。）並

び
に
」」に
、「
前
条
各
号
及
び
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
並
び
に
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
行
う
同
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
」
と
い
う
。）並
び
に
前
条
の
規
定
に
よ

り
行
う
」
に
改
め
る
。

（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
第
六
号
中
「
平
成
三
十
四
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
四
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、「
新
法
第

四
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
三
条
中
介
護
保
険
法
附
則
第
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。）及
び
第
十
四
条（
見
出
し
を
含
む
。）の
改
正
規
定
、

第
四
条
中
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
附
則
第
十
一
条
（
見
出
し

を
含
む
。）及
び
第
十
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。）の
改
正
規
定
、
第
六
条
及
び
第
八
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条

の
規
定
、
附
則
第
七
条
の
規
定
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則
第
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。）並
び
に
附
則

第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
二
条
及
び
第
七
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規

定
に
つ
い
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に

基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
三
第
一
項
中
「
記
憶
機
能
及
び
そ
の
他
の
」
を
削
る
。

（
道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
記
憶
機
能
及
び
そ
の
他
の
」
を
削
り
、「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め

る
。

（
地
域
再
生
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
三
十
二
第
二
項
及
び
第
十
七
条
の
四
十
第
二
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
る
。

（
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
十
条
第
三
項
中
「
新
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
六
項
」
を
「
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
八
項
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
新
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
八
項
」
を
「
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
十
項
」に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
条
第
二
項
中
「
平
成
三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条

第
八
項
中
「
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
第
二
号
中

「
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
平
成
三
十
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
）」に
、「
前
項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
第
三
項
中
「
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

（
医
療
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改

正
）

第
八
条

医
療
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
元
年
法
律
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
う
ち
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
号

の
改
正
規
定
中
「
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
、
同
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
行
う
」
の
下
に
「
電
子
資
格
確
認
の
実
施
に
必
要
な
物
品
そ
の
他
」
を

加
え
る
。

附
則
第
一
条
中
「
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
平
成
三

十
二
年
十
月
一
日
」
を
「
令
和
二
年
十
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
」
を
「
令

和
三
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
平
成
三
十
四
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
四
年
四
月
一
日
」
に
改
め

る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
九
条

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信
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